
がんばる経営、応援します。 ───────────── 沼田商工会議所・沼田中小企業相談所 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

「商工ぬまた」は当所のホームページにて公開中です。カラー画像となっていますので是非ご覧下さい。 

     

 

・優良従業員表彰・優良技能者表彰式を開催・・・・２ 
・緊急要望書を提出しました・・・・・・・・・・・３ 
・沼田市飲食店支援金について 
・中小企業等事業再構築促進事業・・・・・・・・・４ 
・売上の減少した中小企業者に対する一時支援金 
の支給について ・・・・・・・・・・・・・・・５ 

・女性起業家対象募集 
・第３１回親睦ゴルフ大会延期のお知らせ・・・・・６ 
・令和３年度各種検定試験のご案内 
・協会けんぽ保険料率変更のお知らせ 
 

・企業訪問「(株)テクノアウター」・・・・・・・・・７ 
・ホワイトデーにお米を贈りませんか？ ・・・・・・８ 
・令和 3年度前期技能検定受検案内について 
・西北毛 4商工会議所情報交流コーナー・・・・・・９ 
・会員リレー紹介「セレクトショップ YASUDA」・10 
 事務局日誌／いせいがいいじゃねん！放送スケジュー
ル／企業短信／商工春秋 

 

今月の主な内容 

発 行 人：沼田商工会議所 〒378-0044 群馬県沼田市下之町８８８番地 

テラス沼田７階 

T E L  0 2 7 8 ( 2 3 ) 11 3 7   ht t p : / /w ww. num at a - c c i . o r. j p 

FAX 0278 (24 )0715   E-mail  info@numata-cci .or. jp 

企画編集：広報委員会 

 

優良従業員・優良技能者表彰式が開催されました 

当所並びに沼田市東部商工会会員事業所の優良従業員と、利根沼田１１職種連合会加盟組合員の

優良技能者を表彰する令和２年度優良従業員・優良技能者表彰式が去る２月 9 日（火）に開催さ

れました。受賞者の方々には沼田市長並びに平井会頭より表彰され、賞状と記念の楯を贈呈させて

頂きました。 

企業及び地域の発展のためにこれからも益々のご活躍お祈り申し上げます。 
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優良従業員表彰受賞者（受付順・敬称略） 

 

〇３０年以上勤務  ８名 

深 代   均  沼田土建㈱ 

 村 岡 正 一  ㈱荒木屋本店 

 三 瓶 利 正  反町工業㈱ 

小 倉 広 幸  ㈱サンポウ   

野 村 和 代  ㈱みはし沼田店 

平 賀 千 鶴  ウブカタ資源㈱  

 

  

 

〇４０年以上勤務  ２名 

生 方 錦 治  反町工業㈱ 

鈴 木   智    〃 

 綿 貫 正 昭  宇敷木材工業㈱ 

 

〇２０年以上勤務  ６名 

萩 原   篤  沼田土建㈱ 

 武   千恵子  ㈲さくらドライ 

 富 澤 浩 一  ㈱サンポウ 

 大 瀧 浩 司    〃 

堀 越 亮 司  宇敷木材工業㈱ 

 

 

 

〇１０年以上勤務  １１名 

 大嶋   豊・小菅 紗弥香・金子 雅喜  沼田土建㈱   

金子 由美・宮内 知恵子・阿部 ひろみ ㈲さくらドライ 

 横井 岳史・入澤 信好         ㈱サンポウ 

 中澤 弘樹・押江 正人         ㈱マルキホームズ 

荒木 初美               ㈱みはし沼田店  

木村 沙織               沼田商工会議所 

佐藤 貴洋               ㈱テクノアウター 

  

 

 

 

 

角 屋 工 業 株 式 会 社  
沼田市栄町100番地１ TEL：0278-23-5321 

https://kadoya-kogyo.com 

 

 

優良従業員表彰を代表して、反町工業株式会社 生方 錦治さんは「入社以来、ただた
だ夢中でやって参りました。色々なことがありましたが、今となってはどれもこれも楽し
い思い出です。この道一筋にやってこられたのも職場の皆様を始め、本日ご列席の皆様方
のご支援のたまものと改めてお礼申し上げます。」と謝辞を述べられました。 
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新型コロナウイルス感染症により影響を受けている飲食店等の支援について 

沼田市へ緊急要望書を提出しました 

 群馬県では、昨年の１２月中旬から警戒度が
最高レベルの「４」に引き上げられました。沼
田市は対象地域外ではありますが、外出自粛の
影響により市内の人出が減少しています。中で
も飲食店の売り上げが大きな打撃を受け、他の
サービス業や商業にも影響が出ています。 
飲食店をはじめとしたサービス業者・商業関

係者等は、今までに国・県・市からの支援を受
けてはいるものの、新型コロナウイルス感染症
に関する影響で厳しい経済状況が続いていま
す。 
このような状況を鑑み、沼田商工会議所の平

井良明会頭と東部商工会の岡村正会長は令和３
年２月１２日（金）に沼田市役所を訪れ、さら
なる支援策を横山公一市長に要望しました。 
  
 【平井良明会頭（左）横山公一市長（中央）岡村正会長（右）】 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、売り上げが減少している市内の飲食店を対象に 
１事業所当たり１０万円の支援金を交付します。 

≪交付対象者≫ 
①令和３年１月１日時点で、食品衛生法の「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていて、
今後も営業を継続する意思があること 

②市内に主たる店舗を有する中小企業、もしくはその他の法人、または個人事業主であること 

 （社会福祉法人・ＮＰＯ法人・一般社団法人・公益法人または組合を含みます） 

③令和２年１１月～令和３年２月の間で、いずれかの月の売上が前年同月の売上と比較して、３０％
以上減少していること 

※ただし、創業が令和２年３月以降の場合にあっては、創業の翌月から令和２年１０月までの月平
均を前年同月の売上とみなすものとする。 

④申請時点で「群馬県ストップコロナ！対策認定制度」の認定を受けている、もしくは令和３年１２
月末日までに認定申請予定である 

もしくは沼田市電子地域通貨（tengoo）の加盟店であること 

⑤市税を滞納していないこと（徴収が猶予されているものは除く） 

≪支援金額≫１事業者につき１０万円（１事業者１回限り） 

≪申請期間≫令和３年２月１６日（火）～令和３年３月３１日（水）必着 
 
◇その他、詳しい支援内容・申請方法等につきましては沼田市ホームページをご参考ください。  

≪お問合せ・申請先≫ 
沼田市経済部産業振興課商工振興係 TEL (0278)23-2111 受付時間：平日 8:30~17:15 

沼 田 市 飲 食 店 支 援 金 を 交 付 し ま す         
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 このページは「事業再構築補助金」（経済産業省）
（https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html）を加工して作成しました 

≪対 象≫ 
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規 

模の拡大等を目指す、以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援します！ 

 
１．申請前の直近６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前の同３か月 

の合計売上高と比較して 10％以上減少している中小企業等。 
２．事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に 

取り組む中小企業等。 
３．補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均 3.0%(一部 5.0％)以上増加、 

又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%(一部 5.0％)以上増加の達成。 
 

中小企業  
新通常枠 補助額 100万円～6,000万円 補助率 ２/３ 
卒業枠*  補助額 6,000万円超～１億円 補助率 ２/３ 

 
*卒業枠：400 社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいず
れかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。 
※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。 

 
中堅企業  
通常枠 補助額 100万円～8,000万円 補助率 １/２ (4,000万円超は１/３) 
グローバルＶ字回復枠** 補助額 8,000万円超～１億円 補助率 １/２ 

 
**グローバル V字回復枠：100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。 
①直前 6か月間のうち任意の３か月の合計売上高がコロナ以前の同３か月の合計売上高と比較して、

15％以上減少している中堅企業。 
②補助事業終了後３～５年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率 5.0%以上増加 
を達成すること。 

③グローバル展開を果たす事業であること。 
 
【緊急事態宣言特別枠】 
上記１～３の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等の 
影響を受けたことにより、令和３年１～３月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比
で 30%以上減少していること。 
 

補 助 額                                                補助率  
従業員数 ５人以下  ：１００万円～５００万円        中小企業３／４ 
従業員数 ６～２０人：１００万円～１，０００万円    中堅企業２／３ 
従業員数 ２１人以上：１００万円～１，５００万円 
 

令和２年度３次補正予算 【３月に公募開始予定】 

※今後、事業内容が変更される場合があります。 

３月に発表される予定の公募要領をご確認ください。 
 
●お問い合わせは経済産業省ホームページ⇒事業再構築補助金 

 ⇒中小企業等事業再構築促進事業 質問フォームよりお問合せ下さい。 

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための 

企業の思い切った事業再構築を支援します！ 
（中小企業等事業再構築促進事業） 
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第 20回『女性起業家大賞』の募集を開始 

～「感動・変革への挑戦」をキーワードに、女性起業家を表彰～  
 商工会議所女性会連合会では、2002年の同賞創設以来、毎年、女性ならではの視点で革新的・
創造的な創業や経営を行い、事業を成功させている女性起業家を顕彰しています。 
  

【第 20回『女性起業家大賞』募集概要】  

＜募集期間＞ 

2021年２月１日（月）～2021年４月 16日（金）必着 

＜募集対象＞ 

創業 10年未満の女性経営者で、スタートアップ部門（創業５年未満）、グロース部門 

（創業５年以上 10年未満）の２部門で募集。※商工会議所の会員・非会員を問いません。 

＜表彰の種類＞ 

 最優秀賞 日本商工会議所会頭賞（表彰状・副賞 20万円）１名 ほか 

＜応募方法＞ 

 所定の応募用紙に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、近隣の商工会議所 

女性会へ応募。詳細は同連合会ホームページ参照（http://joseikai.jcci.or.jp/） 

【対象】 
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減

少した中堅・中小事業者  
【要件】 
緊急事態宣言の再発令に伴い、 

①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること 

（農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を

想定）  
または、  
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと 

（旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定）により、本

年 1～3月のいずれかの月の売上高が対前年比（or対前々年比）▲50％以上減少していること  
【支給額】  
法人は 60万円以内 ／ 個人事業者等 は 30万円以内の額を支給 

※算出方法：前年（or前々年）１月から３月の事業収入－（前年（or前々年）同月比▲50％以上

の月の事業収入×３）  
【申請方法※調整中】 
前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言によりどのよ

うな影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示

す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存を義務付け。 

※3 月上旬に電子申請での受付開始予定。  
【お問合せ先】 

中小事業者に対する支援 中小企業庁 長官官房 総務課 電話：03-3501-1768 

◇このページは「緊急事態宣言の再発令に伴う経産省の支援措置について」（経済産業省）

（https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/）を加工して作成しました 

  

 

売上の減少した中小企業者に対する一時支援金の支給について  
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第31回会員親睦ゴルフ大会開催延期のお知らせ 

毎年４月に開催しております会員親睦ゴルフ大会は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、ご

参加いただいている皆様の健康と安全を第一に考え、延期とさせていただきます。 

今後の状況により、年内に開催できるよう準備を進めてまいりますのでお楽しみにお待ち下

さい。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 

沼田商工会議所 会員親睦特別委員会一同より 

 

◇令和３年度各種検定試験日程のご案内◇ 
試験種目 施行期日 申込受付期間 

珠  算（第222回） 2021年 6月27日（日） 2021年 5月10日（月） 
～2021年 5月27日（木） 

〃 （第223回） 2021年10月24日（日） 2021年 9月 6日（月） 
～2021年 9月24日（金） 

〃 （第224回） 2022年 2月13日（日） 2021年12月20日（月） 
～2022年 1月13日（木） 

簿  記（第158回） 2021年 6月13日（日） 2021年 4月26日（月） 
～2021年 5月17日（月） 

〃 （第159回） 2021年11月21日（日） 2021年10月 5日（火） 
～2021年10月25日（月） 

〃 （第160回） 
(2・3級のみ) 2022年 2月27日（日） 2022年 1月11日（火） 

～2022年 1月31日（月） 

 受検料 

 

 

珠算 

1級 2,340円 準 3級 1,320円 

準 1級 2,040円 4級 1,020円 

2級 1,730円 5級 1,020円 

準 2級 1,630円 6級 1,020円 

3級 1,530円   
 
 

簿記 

1級 7,850円 

2級 4,720円 

3級 2,850円 

 

令和３年３月分（４月納付分）より 

協会けんぽ群馬支部の健康保険料率が改定されます！ 
 

 
 

各都道府県の健康保険料率は、地域の医療費水準に基づいて算出されます。加入者の皆様に①健
康診断・保健指導を受けていただくこと②企業を挙げて健康づくりに取り組んでいただくこと（健
康宣言）③ジェネリック医薬品を使用する等の上手な医療のかかり方を身に着けていただくことで
医療費の上昇を抑えることができれば、保険料率の伸びを抑えることができる仕組みです。 
 加入者及び事業主の皆様の健康づくりへの取り組みが、保険料率の伸びを抑える大きな力となり
ます。何卒、ご理解ご協力緒お願い申し上げます。 
◇お問合せ 全国健康保険協会 群馬支部 前橋市本町 2-2-12 前橋本町スクエアビル 4階 
℡ 027-219-2100音声ガイダンス⑤ 受付時間／平日８：３０～１７：１５ 

介護保険料率（全国一律） 

１．７９％⇒１．８０％ 
 

健康保健料率 

９．７７％⇒９．６６％ 
 

試験会場は沼田商工会館です 
(沼田市西倉内町 669-1) 
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【新事務所前にて齋藤さん(右)と 
インタビュアーの小菅委員(左)】 

 

【本社および 
屋根材を加工する工場】 

 

【この大きな機械で屋根になる材
料を適切なサイズに裁断します】 

営業部 部長 齋藤 康寛 様 
 

 

 

 

【会社概要】 
事業所名 株式会社 テクノアウター 
代 表 者 桑原 勝則  
住   所 沼田市町田町 248-6  
電 話 23-5629 
Ｆ Ａ Ｘ 23-5595   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・会社の概要を教えて下さい 
当社は主に板金の屋根の施工をする会社です。

屋根と一口に言っても様々ですが、当社が手掛け
ているのはホームセンターやスーパーなどの店舗
や、大規模な物流倉庫や工場の屋根の施工も請け
負っています。それに付随して雨樋や外壁などの
施工も行います。近隣では片品中学校の屋根、県
外では千葉や神奈川にある物流倉庫の屋根を施工
しました。 
・注文は県外と県内ではどちらが多いですか？ 
ほぼ県外がメインです。埼玉・栃木・茨城・千

葉・神奈川など、関東一円から注文があります。
物流倉庫は千葉や神奈川など海辺の近くや、高速
道路などの主要な流通拠点に多く計画されるの
で、そういった地域の屋根を施工することが多い
です。 
・御社の強みとは何でしょうか？ 
建築業界では、仕事を覚えるために現場に出て

働きながら親方の技を盗む、というのが昔では一
般的でした。しかし当社では、入社した職人に対
して、現場で必要な基礎知識や技術を学ばせて現
場に行かせています。❝職人を育成する❞という
ことができるのは当社の強みの一つだと思ってい
ます。 
それと、現場と工場の連携がスピーディなこと。

屋根の材料は現場によってサイズが違うのです
が、現場の職人がサイズを測り、必要な大きさと
必要な量を自社の工場に発注し、現場に届けられ
ます。現場と工場の連携が円滑だと現場作業が早
く終わり、遅延がないようになります。 
また、当社の社長が一級建築士の資格を保有し

ているので、一級建築事務所として図面を引くこ
とができます。屋根を設計するときに浸水・漏水
があってはならないので、図面を引きながら細か
な部分まで指示や提案が出来ます。口頭では伝え
きれない部分も、図面を活用することで理解度が
深まります。他にも重機はどこに置いておくか、
いつ重機を入れたらよいか、なども設計図を見な 

がら事前に検討出来ます。段取りよく施工を進
めていくうえでも設計ができる、というのは強
みだと思います。もちろん設計の段階からご相
談に乗れるので、顧客のニーズに答えられる幅
も広がりますね。 
・やりがいを感じる時はどのようなときでしょ
うか？ 
やはり現場で対応したお客様から「次の現場

も頼むよ」と言われた時ですね。先の約束をし
てくれるということは、テクノアウターという
会社をしっかり見ていただけて評価されてい
るのだなと思います。現場では大型の物流倉庫
の屋根を施工することもあるのですが、百何十
メートルある屋根材を扱うので、現場それぞれ
で無事故・無災害・ノークレームでやり遂げた
ときは、職人ももちろん達成感を感じているの
ではないでしょうか。私も営業の立場で現場に
赴いて高所で作業する職人さんたちを見ると、
尊敬の念が湧いてきます。 
・今後の展望を教えてください 
まずは第一に、きちんと仕事をこなし、クレ

ームがないように、お客様のニーズに答えられ
るようにすることが重要だと思います。まだお
取引のないお客様にもテクノアウターの評判
が届いて「ちょっと見積もりしてほしい」と考
えていただければ。そこから受注に繋がって
「テクノアウターっていい仕事するね」と思っ
てくれるお客様が増えるといいですね。そのた
めにも職人育成に努め、お客様に選ばれる会社
になっていけたらと思います。 
…取材を終えて… 
 普段なかなか見る事の出来ない屋根の建築
作業風景をタブレットで見せてもらいながら
お話し頂きました。職人の育成や一級建築事務
所など、たくさんの強みがあることが顧客から
広く支持される理由なのだと感じます。今後の
活躍にますます期待が高まります。 

(聞き手 小菅委員) 
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令和３年度前期技能検定受検案内について  
 技能検定とは、働く人の技能の習得段階を評価する国家検定制度です。 
 令和３年度前期技能検定について、以下のとおり実施しますのでお知らせします。 
【受検申請受付期間等】 
４月5日（月）～４月16日（金）群馬県職業能力開発協会にて受付  

【試験日程・試験会場・受検資格・受検手数料等】 
受検する級や職種によって異なります。 
2級・3級の実技試験を受検する35歳未満の方(令和３年4月1日現在)の受検手数料が軽減されます。また
令和元年10月1日より、実技試験の受検手数料が改定されました。詳細は表記の電話番号までお問い合わ
せください。  

【受検申請書配布・問い合わせ先】 
群馬県職業能力開発協会（伊勢崎市宮子町1211-1） TEL：0270-23-7761 
群馬県庁 労働政策課  TEL：027-226-3414  

【メリット】 
○技能士と名乗ることができます。 
○技能士であることが高い技術力を持つ証明となり、顧客からの信頼を得られることが期待されます。 

 
 

 

日時：令和３年２月２７日(土) 午前 10時～売切れ次第終了 
場所：JA 利根沼田農産物直売所 沼田市上之町 天狗プラザ 
商品：ホワイトデーＧｉｆｔ用 精白米※群馬県（２年）産コシヒカリ・ミルキークイーン 
内容：300ｇ 
販売元：利根実業高校食品文化コース 
問合わせ先：群馬県立利根実業高等学校 作物担当 TEL 0278-23-1131 
イベント販売は中止になる場合がございます。予めご了承ください。 

ホワイトデーにお米を贈りませんか？ 
利根実業高校の生徒の皆さんが作ったお米が販売中！！ 

 

 

利根実業高校のブランド米「お利根ちゃん～実にうんまい！！～」と 
沼田商工会議所との関係とは？ 

 
 利根実業高校の生徒さんが作ったお米は、全国農業高校お米甲子園では平成２２・２３・２９・令和元年
度に金賞を受賞、平成 27・28・３０・令和 2年に特別優秀賞を受賞しています。このような実績から、生
徒さんたちは自分らで作った自慢のコメに名前を付けたいと先生に相談しました。 
その後、相談された先生から沼田商工会議所に商標登録の相談があり、平成２５年５月に利根実業高校食

品文化コースの生徒が栽培したコシヒカリをオリジナルブランド米「お利根ちゃん～実にうんまい！！～」
として商標登録しました。 
 その後も「経営戦略特別委員会 お利根ちゃん小委員会」を立ち上げ、販売促進 PR としてぐんまちゃん
家で当ブランド米を販売したり、栽培農家をご紹介するなどの支援を行いました。 
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西北毛４商工会議所が広域連携し、会員の皆様に観光イベント・研修会などの情報をお知らせ致します。 

谷内六郎は、１９５６年から１３００枚以上の『週刊新潮』表紙絵を描きました。
横須賀美術館が所蔵する表紙絵原画を谷内によるウィットに富んだ解説文と併
せて紹介します。 

＜会  期＞ ３月２０日（土）から５月１６日（日）まで 

＜開館時間＞ 午前９時３０分～午後５時（入館は午後４時３０分まで） 

＜休 館 日＞ 月曜日 

＜場  所＞ 富岡市立美術博物館（富岡市黒川３５１－１） 

＜観 覧 料＞ 一般４００円、大学・高校生３００円、中学生以下無料 

※問い合わせ先 富岡市立美術博物館 ＴＥＬ ０２７４－６２－６２００ 

富岡市・横須賀市友好都市提携５周年記念 谷内六郎 ～絵あそび・言葉あそび～ 

 谷内六郎《葉のレントゲン》1977年 水彩・厚紙 ©Michiko Taniuchi 

藤岡市観光案内所 

 観光案内所では、藤岡市内の観光、温泉、お土産、イベントなどの情報をご提供します。各種パンフ

レットを取り揃えてお待ちしておりますので、お立ち寄りください。 

○場  所  藤岡市中 1131-8 

（道の駅ららん藤岡 観光物産館内） 

○案内時間  午前 9時 30分～午後 6時 

○休 業 日  12月 29日～1月 3日 

○問合せ先  藤岡市観光案内所 

TEL：0274-50-9933 

 

お試しサテライトオフィス・コワーキングスペースの開設 
 
渋川市では首都圏等に本社がある企業の新たな事務所機能の拠点を渋川市内に設ける「サテライトオフ
ィス」の誘致を進め、市内の空き物件を利用してサテライトオフィスを設ける企業等に対して補助金を
交付しています。（サテライトオフィス誘致促進事業補助金は QR コードから渋川市の HP をご確認く
ださい） 
 これと平行して、地方でのオフィス開設を検討する企業に、渋川市のビジネス環境を体験してもらう
ため、「お試しサテライトオフィス」を開設します。渋川市へのサテライトオフィス開設をご検討され
ている場合には、一度ご利用ください。 
 また、渋川駅前プラザにおいて「コワーキングスペース」を開設しました。無料でご利用いただけま
すので、ご活用ください。 
 
【お試しサテライトオフィス】 
※令和３年５月３１日まで利用無料 
 
施設名 渋川市勤労福祉センター 
住 所 渋川市石原１６２９・１ 
利用可能時間 ８時３０分～２２時 
 
施設名 渋川駅前プラザ 
住 所 渋川市渋川１８３２・２７ 
利用可能時間 ９時～１９時 
 
問 市商工振興課産業立地推進室 
電話 ０２７９・２２・２５９６ 
 
 

【コワ―キングスペース】 
場所 渋川駅前プラザ３Ｆ（渋川駅降りてすぐ） 
利用可能時間 ９時～１９時 
利用料 無料（フリーＷｉ・Ｆｉ） 
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 商工春秋 次の一万円札の肖像となることが決定し、大河ドラマも始まった渋沢栄一氏の言葉に
「世の中が元気をなくしており、社会の発展が停滞している。今までの仕事を守って間違いなくする
よりも、さらに大きな計画をして発展させ、世界と競争するのがよいのだ」というのがあります。こ
んな時だからこそ世界と競争とまではいかないまでも、強い気持ちと明るさをもって現在の状況を乗
り切っていきたいと思う。（平） 
 

▼１月 
20日・広報委員会 

・貿易証明セミナー 
21日・奥利根広域観光連携協議会 
25日・税務指導協議会 
26日・県商工会議所青年部連合会役員会 
27日・奥利根広域観光連携協議会 
28日・当所女性会理事会 
  ・青年部通常総会 
▼２月 
3日・ママ主婦等の働きたいを応援する就職面接会  
4日・会員親睦特別委員会 
   ・青年部次年度役員会 
 7日・ストップコロナ現地調査 
 

 
    

9日・奥利根広域観光連携協議会   
・令和2年度優良従業員表彰 

   ・当所青年部さくら委員会 
10日・ストップコロナ対策認定制度事前審査会 
   ・tengoo会議 
   ・FMOZE放送 
12日・正副会頭会議 
  ・高校3年生向けビジネスマナー講習会 
  ・沼田市農産物ブランド化及び6次産業化推進協議会 

理事会 
・青年部2月本部会及び役員会 

14日・珠算能力検定試験 
15日・県商工会議所青年部連合会、県知事とのオンライン

会議 
16日・県商工会議所青年部連合会次年度役員予定者会議 

／会員交流会（オンライン） 
   ・沼田市中心市街地活性化の会 
17日・第87回リテールマーケティング(販売士)検定試験 
  ・区画整理審議会 
 

 

イブニングテラス７６５ 
毎週水曜日 １８：３０～ 

沼田商工会議所コーナー 

いせいがいいじゃねん 
出演予定者 

3／3 テーマ：商工ぬまた３月号について  
（水）出演者：藤塚局長 

3／10 テーマ：沼田公園桜まつりの告知 

（水）出演者：本多委員長・吉野主事 

3／17 テーマ：会員の紹介について 
（水）出演者：飯塚指導員 

3／24 テーマ：中小企業相談所からの情報提供 
（水）出演者：黒田所長 

3／31 テーマ：沼田商工会議所新年度事業について  
（水）出演者：藤塚局長 

 

【１／２０～２／１７】 

 

◇代 表 者 安田 仁 
◇住   所 沼田市東倉内町７６６－１ サンヒルズﾞ南１Ｆ 
◇Ｔ Ｅ Ｌ ２３－８２９１ 
◇業   種 アパレル・セレクトショップ 

〔会員数２月末：1081 会員〕 

セレクトショップ ＹＡＳＵＤＡ 

 昭和４４年みなかみ町後閑駅前で開業創業５２年目になります。平成２年９月に上之町に２店舗目
をオープン、現在は東倉内町の八百徳さんの隣で営業させていただいております。当初はレディース
アパレル中心でしたが、ここ数年はメンズアパレル（オーダースーツ・ジャケット・シャツ）などの
取り扱いも増え、沼田の方のみならず、たくさんのオシャレな人達にイタリアンテイストのスーツを
楽しんでいただいております。 
また当店独自の素材や縫製にこだわった中学・高校生のスクールウエアーも販売し、お客様に高い

評価をいただいております。昨年は業務用の刺繍ミシンを導入し、ネームやオリジナルデザインの刺
繍などを承っています。糸へんに関しては当店お任せをキャッチフレーズにこれからもよろしくお願
いします。                        ≪紹介者 大正堂眼鏡専門店さん≫ 

◇代表者変更◇ 
・(有)小池楽器店 

小池  宏 氏 → 小池 信一郎 氏 
 

・(有)新栄沼田タイプ印刷 

晴智 雄一 氏 → 晴智 まさ子 氏  
◇住 所 変 更◇ 
・角屋工業(株) 

沼田市栄町 59-4 → 沼田市栄町 100-1 
 

・(株)東和銀行 沼田支店 

沼田市上之町 1167→ 沼田市上之町 1163-2 
 

 

事務局日誌 

企業短信 


